
　
区
民
の
皆
さ
ん
の
快
適
な
生
活
環

境
と
宿
泊
者
の
衛
生
環
境
の
維
持
を

目
的
と
し
た
条
例
改
正
が
行
わ
れ
、

制
度
が
変
わ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

H
P
で
確
認
を
。

■
住
宅
宿
泊
業（
民
泊
）の
業
態
ご
と

の
区
域
制
限

　
文
教
地
区
、
学
校
な
ど
の
周
辺
お

よ
び
人
口
密
集
区
域
で
は
、
民
泊
施

設
と
し
て
の
新
た
な
届
け
出
は
家
主

居
住
型
以
外
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
温
暖
化
配
慮
行
動
計
画
書
制
度

は
、
条
例
に
基
づ
き
、
区
内
の
事
業

所
が
取
り
組
む「
環
境
活
動
」「
環
境

教
育
」「
地
域
貢
献
活
動
」の
計
画
や

実
施
状
況
を
区
に
報
告
す
る
制
度
で

す
。
従
業
員
3
0
0
人
以
上
の
事
業

所
は
義
務
提
出
、
3
0
0
人
未
満
の

事
業
所
は
任
意
提
出
と
な
っ
て
い
ま

す
。
優
良
な
取
り
組
み
は
公
表
・
表

彰
し
、
環
境
配
慮
行
動
を
推
進
し
て

①
福
祉

職
務
内
容　
保
育
園
な
ど
に
お
け
る

保
育
業
務
な
ど

対
象　

Ⅱ
類（
保
育
士
・
児
童
指
導
・
福
祉
）

昭
和
58
年
4
月
2
日
〜
平
成
19
年
4

月
1
日
に
生
ま
れ
、
保
育
士
資
格
を

有
し
、
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受

け
て
い
る
方（
取
得
・
登
録
見
込
み

の
方
も
含
む
。
た
だ
し
、
採
用
日
の

前
日
ま
で
に
資
格
証
明
書
な
ど
の
交

付
が
必
須
）

経
験
者（
保
育
士
1
級
職
）　
昭
和
40

年
4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
、
保
育

士
資
格
を
有
し
、
都
道
府
県
知
事
の

登
録
を
受
け
、
保
育
士
な
ど
の
業
務

従
事
歴
が
直
近
12
年
中
6
年
以
上
あ

る
方

　
毎
年
、
区
内
の
公
園
な
ど
で
ミ
ス

ト
噴
霧
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
令

和
8
年
度
は
事
業
の
見
直
し
の
た
め

休
止
し
ま
す
。
今
後
、
よ
り
良
い
事

業
と
な
る
よ
う
検
討
を
進
め
ま
す
。

秋
葉
原
駅
西
口
交
通
広
場
で
は
、
例

年
通
り
行
う
予
定
で
す
。
詳
し
く
は

H
P
で
確
認
を
。

問
合
せ　
環
境
政

策
課
エ
ネ
ル
ギ
ー

対
策
係

☎
0
3
‒
5
2
1
1
‒
4
2
5
6

■
旅
館
業
の
構
造
基
準

　
客
室
面
積
の
合
計
が
2
0
0
㎡
未

満
の
施
設
は
、
新
た
な
旅
館
業
の
許

可
申
請
が
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

問
合
せ　
生
活
衛
生
課
環
境
衛
生
係

☎
0
3
‒
5
2
1
1
‒
8
1
6
6

い
ま
す
。
表
彰
事

業
所
や
提
出
さ
れ

た
事
業
所
の
取
り
組
み
内
容
は
、「
地

球
温
暖
化
配
慮
行
動
の
主
な
取
り
組

み
事
例
集
」や
H
P
で
公
表
し
て
い

ま
す
。

提
出
期
限　
8
月
31
日（
月
）

提
出
方
法　
H
P
を
参
照

問
合
せ　
環
境
政
策
課
企
画
調
査
係

☎
0
3
‒
5
2
1
1
‒
4
2
5
5

経
験
者（
保
育
士
2
級
職
）　
昭
和
40

年
4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
、
保
育

士
資
格
を
有
し
、
都
道
府
県
知
事
の

登
録
を
受
け
、
保
育
士
な
ど
の
業
務

従
事
歴
が
直
近
16
年
中
10
年
以
上
あ

る
方

②
清
掃
車
運
転

職
務
内
容　
廃
棄
物
収
集
運
搬
作
業

な
ど
に
お
け
る
収
集
運
搬
車
の
運
転

な
ど

対
象　
昭
和
57
年
4
月
2
日
以
降
に

生
ま
れ
、
車
両
総
重
量
が
5
t
以
上

の
自
動
車
を
運
転
で
き
る
免
許
を
有

す
る
方

③
清
掃
作
業

職
務
内
容　
廃
棄
物
収
集
作
業
な
ど

対
象　
昭
和
57
年
4
月
2
日
以
降
に

生
ま
れ
た
方

い
ず
れ
も

採
用
予
定
日　
令
和
9
年
4
月
1
日

以
降

採
用
予
定
人
数　
①
20
名
程
度
②
③

各
若
干
名

第
一
次
選
考
日　
①
8
月
23
日（
日
）

〜
②
③
8
月
24
日（
月
）〜
9
月
6

日（
日
）

申
込
方
法　
8
月

5
日（
水
）（
厳
守
）

ま
で
に
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
か
ら

※
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
か
ら
の
申
し
込

み
が
で
き
な
い
場
合
は
問
合
せ
先
へ

採
用
選
考
案
内　
H
P
に
掲
載
、
情

報
コ
ー
ナ
ー（
区
役
所
2
階
）・
人
事

課（
区
役
所
6
階
）な
ど
で
配
布

問
合
せ　
人
事
課
人
事
係

☎
0
3
‒
5
2
1
1
‒
4
1
4
9

7
月
1
日（
水
）か
ら
民
泊
お
よ
び

旅
館
業
に
係
る
制
度
が
強
化
さ
れ
ま
す

区
内
事
業
者
へ
　
温
暖
化
配
慮
行
動
計
画
書

兼
報
告
書
を
ご
提
出
く
だ
さ
い

区
職
員（
福
祉〈
保
育
士
な
ど
〉、
清
掃
車
運
転
、
清
掃
作
業
）を

募
集
し
ま
す

ミ
ス
ト
噴
霧
事
業
を
休
止
し
ま
す ▲民泊

▲旅館業

減免対象などの主な内容
建て替え　 昭和57年1月1日以前からある家屋を取り壊して令和8年3月31日

までに新築した住宅で、一定の要件を満たすと3年度分、居住部
分の税額を全額減免。※新築マンション購入も要件を満たせば
対象

改　　修　 昭和57年1月1日以前からある住宅または昭和57年1月2日～平成
13年1月1日に在来軸組工法により新築された2階建てまでの木
造住宅で、令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合させる
よう一定の改修工事を行うと改修工事完了日の翌年度分から一
定期間、居住部分で1戸あたり120㎡相当分まで全額減免

■軽自動車税の納付はお済みですか
　納期限は6月1日でしたが、納付が済んでいない方は早めに納付してください。
納付方法　 金融機関、指定のコンビニエンスストア、区役所、出張所の窓口、スマー

トフォン・パソコンを利用
　　　　　※ 納税証明書や領収証書が必要な方はスマートフォン・

パソコン以外で納付を
問 合 せ　税務課納税促進係☎03‒5211‒4193

■固定資産税・都市計画税が住宅の耐震化で減免されます
　耐震化のための建て替え・改修を行った住宅で一定の要件に当てはまる場合、固
定資産税・都市計画税が減免されます（23区）。建て替えは翌々年2月
末、改修は工事完了日から3か月以内までに申請が必要です。詳しく
は東京都主税局HPをご覧ください。
問合せ　千代田都税事務所固定資産税班☎03-3252-7149

税金をご確認ください

　
和
泉
小
学
校
・
い
ず
み
こ
ど
も
園

等
施
設
と
和
泉
公
園
と
の
一
体
的
整

備
基
本
計
画（
素
案
）を
紹
介
し
、
ご

意
見
を
伺
う
た
め
、
オ
ー
プ
ン
ハ
ウ

ス
型
地
域
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

と
き　
①
6
月
28
日（
日
）10
時
～
15

時
②
6
月
29
日（
月
）15
時
～
20
時

（
当
日
直
接
会
場
へ
）

場
所　
ち
よ
だ
パ
ー
ク
サ
イ
ド
プ
ラ

ザ
7
階
会
議
室（
神
田
和
泉
町
1
）

問
合
せ　
子
ど
も

施
設
課
施
設
係

☎
0
3
‒

5
2
1
1
‒
4
2
7
5

「社会を明るくする運動」
強調月間です

7月は

詳しくは10面をご覧ください

和
泉
小
学
校
・
い
ず
み
こ
ど
も
園
等
施
設
と

和
泉
公
園
と
の一体
的
整
備

第
3
回
オ
ー
プ
ン
ハ
ウ
ス
型
地
域
説
明
会

明るい地域を私たちで

　日に日に暑さが増し、夏の気配を感じ
る季節になりました。まぶしい太陽に負
けないくらい、私たちの区もより一層輝
かせていきたいものです。今号のピック
アップは「社会を明るくする運動」。地域
をより明るく、安全にするためにも、私た
ちにできることを考えてみませんか。
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